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（主な改正点）

基本理念

県と市町等との協働

目
　
　
的

基本方針 環境基本計画

環境影響評価の促進等

環境の保全に関する事業の推進

調査の実施等

監視等の体制の整備

公害に関する紛争の処理等

規制の措置

経済的措置

環境の保全に関する公共的施設の整備等の推進

循環型社会づくりの推進

低炭素社会づくりの推進

自然共生社会づくりの推進

経済的措置

地球環境の保全に関する国際協力の推進

推進体制の整備

財政上の措置

(現行)

基本理念

県と市町との協働

快適な環境の保全

自発的な活動の促進等

情報の提供

環境の保全に関する教育及び学習の振興

資源の循環的利用等の促進

推進体制の整備

財政上の措置

県の責務
事業者の責務
県民の責務

目
　
　
的

基本方針 環境基本計画

環境影響評価の促進等

規制の措置

県の責務
事業者の責務
県民の責務

　：今回改正を予定している主な条項

三重県環境基本条例体系図

自発的な活動の促進

情報の提供

調査の実施等

監視等の体制の整備

公害に関する紛争の処理等

地球環境の保全

快適な環境の保全

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
施
策

環境の保全に関する施策の推進

改正の主なポイント（１）
①｢自然との共生（調和）｣の明確化
②「低炭素社会」の実現の明確化
③｢地球環境保全における地域の
取組の重要性｣の明確化

改正の主なポイント（２）
・多様な主体との協働を規定

総

則

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
施
策

環境の保全に関する施策の推進

総

則

改正の主なポイント（３）
・基本方針及び具体的な施策の
体系的な整理

資料３


